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サイバーセキュリティ対策支援事業実施委託業務企画提案募集に係る質問に対する回答 

 

募集要領に関する質問 

９ 応募方法等 （３）企画提案書の提出 ア 提出書類 ②企画提案書（内容） 参考様式 に

ついて 

留意事項に「①基本方針、②コンセプト、③全体スケジュール等を項目別にできる限り具体的
に記載すること」とありますが、①基本方針と②コンセプトについて、それぞれどう捉えれば
良いでしょうか。 

Ａ．企画提案の内容になります。 

 

９ 応募方法等 （３）企画提案書の提出 ア 提出書類 ⑤添付資料 ㋒社会的価値の実現に資

する取組に関する申告書 について 

全ての認証を取得していることが応募の条件ですか。 

Ａ．応募の条件ではありませんが、受託事業者を選定する基準の一つに挙げております。 

 

仕様書に関する質問 

４ 委託業務 について 

本募集事業と類似する過去の事業はありますか。 

Ａ．2023年度から 2025年度まで、前身事業である「情報セキュリティ対策支援（診断）事業」

を実施しておりました。 

昨年度は 11社に対する個別支援やサイバー攻撃対策セミナーを実施しました。なお、個別

支援では今回の委託業務と異なり、「人的・組織的対策」ではなく「技術的対策」に資する

支援を主に実施しました。 

 

４ 委託業務 について 

周知について、県Webページへ掲載、および県メールマガジンにより配信することは可能でし
ょうか。 

Ａ．可能です。なお、周知につきましては受託事業者が主体となって実施してください。 



４ 委託業務 について 

成果報告会などの会場について、県の施設を使用することは可能ですか。 

Ａ．原則、受託事業者にて会場の手配をお願いします。なお、成果報告会については「デジタ

ルナビゲート事業」の一環として開催するため、会場の手配、費用負担等は行っていただ

く必要はありません。 

 

４ 委託業務 （３）サイバーセキュリティに対する意識の醸成 ア サイバーセキュリティ対策

普及プログラムの提供 について 

他都道府県からのアクセスを排除し、県内企業のみがアクセスできる環境を担保する必要はあ
りますか？ 

Ａ．必要ありません。 

 

４ 委託業務 （３）サイバーセキュリティに対する意識の醸成 ア サイバーセキュリティ対策

普及プログラムの提供 について 

サイバーセキュリティ対策普及プログラムとして動画コンテンツを提供する場合、掲載場所と
して県から提供できるものはありますか。 

Ａ．県 Webページへの掲載は可能ではありますが、コンテンツの提供方法は企画提案の内容で

す。原則、受託事業者が主体となって実施してください。 

 

５ 支払対象経費 について 

支払対象経費について、経費として実際に支払った際の証憑/証跡について、どこまでの管理が
必要でしょうか？ 

Ａ．他の経理と明確に区分して管理してください。 


